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 当組合は、食と農を基軸として地域に根ざした協同組合として、助け合いの精神のも

とに持続可能な農業と豊かで暮らしやすい地域社会の実現を理念のもとに、地域のみ

なさまの様々なニーズに合ったサービスをご提供できるよう、業務に取り組んでおりま

す。 

 当組合では、この理念のもと、平成 29 年 3 月に金融庁より公表された「顧客本位の

業務運営に関する原則」を採択するとともに、組合員・利用者の皆さま（以下、お客さ

ま）の安定的な資産形成と「ひと・いえ・くるまの総合保障」の提供を通じた豊かな生活

づくりに貢献するため、以下の取組方針を制定いたしました。 

 今後、本方針に基づく取組みの状況を定期的に公表するとともに、よりお客さま本位

の業務運営を実現するため本方針を必要に応じて見直してまいります。 

 

※共済事業は、全国共済農業協同組合連合会（以下、ＪＡ共済連）と共同で事業運

営をしております。ＪＡ共済連の「組合員・利用者本位の業務運営に関する取組方

針等」は、ＪＡ共済連のホームページをご参照ください。【原則 6（注 6、7）】 

 

 

１．お客さまへの最良・最適な金融商品、共済仕組み・サービスの提供 

（１）金融商品 

お客さまに提供する金融商品は、特定の投資運用会社に偏ることなく、社会情勢

や手数料の水準等も踏まえたうえで、新商品を導入する際には、投資運用会社の

プロダクトガバナンスが有効に機能していることを確認し、お客さまの多様なニーズ

にお応えできるものを選定します。組合員・利用者の皆さまにより良い商品をお届け

するため、購入者の属性や販売データをもとに投資運用会社と情報を共有し、アド

バイスを取り入れています。なお、当組合は金融商品の組成に携わっておりませ

ん。 

【原則 2 本文および（注）、原則 3（注）、原則 6 本文および（注 2、3、6、7）、補充原

則 1～5 本文および（注）】 

① お客さまの資産形成・資産運用に貢献するため、多様なニーズにお応えできる

べく、お客様が選定しやすいよう商品数を一定に絞った金融商品を「ＪＡバンクセ



レクトファンド」としてご提供いたします。 

② お客さまの資産形成・資産運用に最適な商品をご提案するため、税制優遇制度

（NISA、iDeCo）を取り扱い、長期・積立・分散投資による長期的な視点で大切な

資産を育てるお手伝いをいたします。 

 

（２）共済仕組み・サービスの提供 

お客さまが日々の生活や農業を取り巻く様々なリスクに対して、安心して備えるこ

とができる最適な共済仕組み・サービスを提供いたします。 

また、お客様がＪＡといつでも繋がれるよう「ＪＡ共済アプリ」や「Ｗｅｂマイページ」等

のサービス提供にも努めます。 

なお、当組合は市場リスクを有する共済仕組み（例：外貨建て共済）は提供してお

りません。 

【原則 2 本文および（注）、原則 3（注）、原則 6 本文および（注 2、3）、補充原則 1～

5 本文および（注）】 

 

２．お客さま本位のご提案と情報提供 

【信用事業の活動】 

（１）お客さまの金融知識・経験・財産、ニーズや目的に合わせ、金融商品・サービスに

限らず、総合事業を活かした幅広い提案をご提案いたします。 

【原則 2 本文および（注）、原則 5 本文および（注 1～5）、原則 6 本文および（注

1～5）】 

① お客さまの金融知識・経験・財産、ニーズや目的等をお伺いする際は、「資産運

用ガイダンス」や「スタイル診断シート」などを活用して確認をし、「ご意向確認

書」にまとめ、お客さまにふさわしい商品・サービスのご提案をいたします。 

② 個別商品のご提案の際には、事前にお客さまにふさわしい商品・サービスであ

るか適合性判断を行います。 

 

（２）お客さまの投資判断に資するよう、商品のリスク特性・手数料等の重要な事項につ

いて分かりやすくご説明し、必要な情報を十分にご提供します。 

【原則 4、原則 5 本文および（注 1～5）、原則 6 本文および（注 1～5）】 

① 地域の皆さまに必要とされるＪＡとして、あらゆるお客さまが安心、便利にご利用

いただけるサービスの充実に取り組みます。 

② お客さまにふさわしい商品・サービスを提案するため、面談による対話で寄り添

うご提案を大切にしております。 

また、お客さまの利便性の向上のため、令和 5 年 4 月からＪＡバンクアプリやＪＡ

バンクホームページで投資信託口座開設・購入等ができるよう、非対面チャネル



を導入しました。 

 

（３）お客様にご負担いただく手数料について、事実と異なる説明はもとより、不確実な

事項について断定的な説明を行うなど、お客さまの誤解を招く恐れがないよう、丁

寧かつ分かりやすい説明に努めます。 

【原則４、原則５本文および（注１～５）、原則６本文および（注１～５）】 

 

【共済事業の活動】 

（１）共済仕組みを提案する際には、お客さまのご意向を確認したうえで、社会保障制

度等を踏まえたライフプラン等に応じた最適な共済仕組みをご提案いたします。 

なお、ご提案にあたっては、「ひと保障あんしんチェックシート」や「3Q マップ」等

の資材を用いてお客さまの意向把握確認や重要事項説明（契約概要・注意喚起情

報）を丁寧に行います。 

【原則 2 本文および（注）、原則 5 本文および（注 1～5）、原則 6 本文および（注

1、2、4、5）】 

 

（２）ご高齢のお客さまに対しては、共済仕組み等についてより丁寧に分かりやすくご

説明するとともに、ご契約時にはご家族にご同席いただくことを基本に、十分ご納

得，ご満足いただけるよう、ご提案させていただく等の対応をいたします。 

【原則 5 本文および（注 1～5）】 

 

（３）ご契約内容の定期的な保障確認活動や共済金請求忘れの確認等のアフターフォ

ローを行います。また、各種手続き時においては、お客さまに加入状況等を活用し

丁寧に手続きをご説明いたします。 

【原則 6 本文および（注 1）】 

 

（４）共済のご加入にあたり、共済掛金の他にお客さまにご負担いただく手数料等はご

ざいません。 

【原則 4】 

 

３．利益相反の適切な管理 

（１）お客さまへの商品・サービス選定や保障提案、情報提供にあたり、金融商品の販

売・推奨や共済仕組みの提案・契約等において、お客さまの利益を不当に害するこ

とがないように、農業協同組合法、金融商品取引法および関係するガイドラインに

基づき、利益相反のおそれのある取引の類型化や特定方法等を「利益相反管理方

針」に定め、利益相反するおそれのある取引を適切に管理します。 



【原則 3 本文および（注）】 

 

４．お客さま本位の業務運営を実現するための人材の育成と態勢の構築 

（１）研修による指導や資格取得の推進を通じて高度な専門性を有し誠実・公正な業

務を行うことができる人材を育成し、お客さま本位の業務運営を実現するための態

勢を構築します。 

【原則 2 本文および（注）、原則 6（注 5）、原則 7 本文および（注）】 

 

① 信用事業に携わる職員には、証券外務員一種、二種、内部管理責任者の資格

取得を促し、研修会等を通じて資産形成・運用に精通した担当者を幅広く育成

します。 

② 共済事業に携わる職員には、研修会等を通じて、コンプライアンス意識と専門的

な知識を備えたうえで、お客さま一人ひとりに寄り添い、最適なご提案・サービス

の提供ができる「ライフアドバイザー」・「スマイルサポーター」の育成体制の構築

に努めます。 

 

（２）信用・共済業務に携わる全職員向けに研修会等を開催し、お客さま本位のご提案

と情報提供ができるよう、平素より知識習得および向上に努めております。 

【原則 2 本文および（注）、原則 6（注 5）、原則 7 本文および（注）】 

 

（３）お客さまから寄せられたご意見・ご要望・ご相談を真摯に受け止め、業務改善に

努めます。 

【原則 2 本文および（注）】 

 

 

 （※）上記の原則および注番号は、金融庁が公表している「顧客本位の業務運営に

関する原則」（2024 年 9 月改訂）との対応を示しています。 


